
各務原市保育の必要性の事由等の運用に関する取扱要綱 

（平成２０年３月２８日決裁） 

各務原市保育所入所措置基準取扱要綱（昭和６２年１１月２日決裁）の全部を改

正する。 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、子ども・子育て支援法施行規則(平成２６年内閣府令第４４号)

第１条の５に規定する家庭において必要な保育を受けることが困難である事由

（以下「保育の必要性の事由」という。）及び各務原市特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則（平成２７年規則第１１号。

以下「規則」という。）第４条の規定による保育料（保育に係るものに限る。）

の徴収に関し、その具体的運用について定めるものとする。 

（保育の必要性の事由の運用基準） 

第２条 保育の必要性の事由の運用基準は、次の表のとおりとする。 

区分 運用基準 

１ １月に６４時間以上労働する

ことを常態としていること。 

保護者が児童と離れて労働することを常態とし

ていること。 

２ 妊娠中であるか又は出産後間

がないこと。 

出産予定日の前８週間又は出産の日から起算し

て８週間を経過する日の翌日が属する月の末日

までの期間内であること。ただし、多産の場合は、

出産予定日の前１４週間又は出産の日から起算

して１０週間を経過する日の翌日が属する月の

末日までの期間内であること。 

３ 疾病にかかり、若しくは負傷

し、又は精神若しくは身体に障

害を有していること。 

（１）医師が概ね１月以上の入院又は加療を要す

ると診断したこと。 

（２）療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は身

体障害者手帳（４級以上）を所持しているこ

と。 

４ 同居の親族（長期間入院等を

している親族を含む。）を常時

介護し、又は看護していること。 

（１）身体障害者手帳（１級又は２級）、精神障

害者保健福祉手帳（１級又は２級）又は療育

手帳（Ａ１又はＡ２）を所持している同居の

親族を１月に６４時間以上看護しているこ

と。 

（２）疾病等（医師が概ね１月以上の加療を要す

ると診断したものに限る。次号において同

じ。）にかかり、又は介護認定を受けている

同居の親族を１月に６４時間以上看護して

いること。 

（３）疾病等のため病院に通院し、又は特別支援



学校等に通学する同居の親族の付添いを１

月に６４時間以上行っていること。 

５ 震災、風水害、火災その他の

災害の復旧に当たっているこ

と。 

災害により、自宅若しくは親族の居宅又はそれら

の近隣地域が被害を受けたため、その復旧に当た

ることを常態としていること。 

６ 求職活動（起業の準備を含

む。）を継続的に行っているこ

と。 

利用開始の日から起算して５０日を経過する日

が属する月の末日までの期間内において求職活

動（起業の準備を含む。）を継続的に行っている

こと。 

７ 学校教育法（昭和２２年法律

第２６号）に規定する学校、専

修学校その他これらに準ずる教

育施設に在学し、又は職業能力

開発促進法（昭和４４年法律第

６４号）若しくは職業訓練の実

施等による特定求職者の就職の

支援に関する法律（平成２３年

法律第４７号）に規定する職業

訓練、指導員訓練等を受けてい

ること。 

１月に６４時間以上就学し、又は職業訓練、指導

員訓練等を受けることを常態としていること。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の表に定めるもののほか、市長が明らかに児童の保育の必要性があると認め

た場合は、保育の実施をすることができる。 

（階層区分の決定における扶養義務者等の範囲） 

第３条 規則別表第１の階層区分（以下「階層区分」という。）の決定における扶養

義務者等の範囲は、保育児童と同一世帯に属している父母及び父母以外の扶養義

務者（家計の主宰者と認定される場合に限る。）とする。 

（階層区分の決定における同一世帯の範囲） 

第４条 階層区分の決定において同一世帯であるか否かについては、生活の実態を重

視し、住民基本台帳及び入所申込書並びに現に収入と支出を共同して生活を営ん

でいる（現に収入と支出を共同して生活を営んでいると推定できる場合を含

む。）一つの単位を基準として判断する。 

（家計の主宰者の認定） 

第５条 家計の主宰者の認定に当たっては、児童を扶養対象（市町村民税の算定上又

は健康保険等における扶養対象をいう。以下同じ。）にしている、その世帯にお

いて最多収入額を得ている、又は最多税額を納めている者である等を総合的に勘

案し、次に掲げる事項に留意して判断する。この場合において、収入額とは、給

与所得者においては給与支払額とし、営業所得者等においては所得金額とする。 



（１）父母と祖父母等との同一世帯における家計の主宰者は、次のとおりとする。 

ア 父母の合計収入額が生活保護基準相当額を超える場合は、父母の収入によっ

て生計が成り立っているものとみなし、父母のいずれかを家計の主宰者とす

る。 

イ 父母の合計収入額が生活保護基準相当額以下の場合は、祖父母等のいずれか

の最多収入者を家計の主宰者とする。ただし、父母のいずれかに市町村民税

の所得割が課税されている場合は、当該者を家計の主宰者とする。 

ウ 祖父母等のいずれかが世帯のすべての児童を扶養対象にしている場合は、ア

及びイの規定にかかわらず、当該者を家計の主宰者とする。 

エ 父母又は祖父母等がそれぞれ児童を扶養対象にしている場合又は父母がすべ

ての児童を扶養対象にしている場合は、父母の合計収入額が祖父母等のいず

れかの最多収入者の収入額を上回る場合に限り、イの規定にかかわらず、父

母のいずれかを家計の主宰者とする。 

（２）父子又は母子世帯が祖父母等と生計を一にしている場合であって、父又は母の

収入額が生活保護基準相当額を超えている場合は、当該父又は母を家計の主宰者

とする。 

（課税額が不明な場合における階層区分の決定） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する保護者の収入額又は課税額が不明な場合にお

いては、税額を推定して階層区分の決定を行うものとする。この場合において、

市長は、当該保護者に給与の支払明細票等階層区分の決定に必要な資料の提出を

求めるものとする。 

（１）外国から帰国したために課税関係が不明確である場合 

（２）世帯主が外国で勤務し、又は事業を行い、日本にいる世帯員に生活費の仕送り

をしている場合 

（３）外国籍の者が外国から仕事のため、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第３０条の４６の国外から転入をした場合 

２ 税の無申告等の理由により収入額又は課税額が不明な場合は、前項の規定を準用

する。ただし、階層区分の決定に必要な資料の提出がない場合は、階層区分は、

Ｄ８階層に該当するとみなす。 

３ 前項ただし書の規定にかかわらず、第１項第３号に該当する者については、階層

区分は、Ｃ１階層に該当するとみなすことができる。 



（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年４月１日決裁） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成３１年４月１日決裁） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（令和５年６月１３日決裁） 

１ この要綱は、令和５年８月２１日から施行する。 

２ 改正後の第２条第１項の規定は、令和５年１０月以後の入所に係る保育の必要性

の事由について適用し、同年９月までの入所に係る保育の必要性の事由については、

なお従前の例による。 

附 則（令和７年８月８日決裁） 

１ この要綱は、令和７年８月２０日から施行する。 

２ 改正後の第２条第１項の規定は、令和７年１０月以後の入所に係る保育の必要性

の事由について適用し、同年９月までの入所に係る保育の必要性の事由については、

なお従前の例による。 

 


